
平成２７年和光市議会９月定例会

提出議案の概要

和光市



報告第 ３ 号 継続費の精算報告について

担 当 財政課

【目的】

平成２６年度埼玉県和光市一般会計において、継続費の精算をしたので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４５条第２項の規定により報告するも

のです。

【内容】

平成２６年度 埼玉県和光市継続費精算報告書
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報告第 ４ 号 平成２６年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率の報告につ

いて

担 当 財政課

【目的】

平成２６年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率が確定したので、地方

公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定によ

り監査委員の意見を付けて報告するものです。

【内容】

１ 健全化判断比率

（単位：％）

備考 括弧内の数値は、当該地方公共団体の早期健全化基準を記載している。

２ 資金不足比率

（単位：％）

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

―

（ １２．８３ ）

―

（ １７．８３ ）

２．８

（ ２５．０ ）

３５．６

（ ３５０．０ ）

特別会計の名称 資金不足比率 備考

水道事業会計 ―
地方公共団体の財政の健

全化に関する法律施行令

第１７条第１号の規定に

より事業の規模を算定
下水道事業会計 ―
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議案第４４号 和光市新設小学校可動家具等備品の購入契約の締結について

担 当 財政課

【目的】

平成２８年４月に開校予定の新設小学校の可動家具等備品として購入するもので

す。

【内容】

教卓、机・椅子、書庫、収納家具、ロッカーほか

【議案の法的根拠・積算根拠】

地方自治法第９６条第１項第８号

地方自治法施行令第１２１ 条の２第２項

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条

【契約案件の受注者や内容など】

物品名 和光市新設小学校可動家具等備品

納入場所 和光市下新倉五丁目２１番地先（和光市新設小学校）

契約の方法 指名競争入札

契約金額 金６２，８１９，２８０円

（うち消費税額及び地方消費税額 金４，６５３，２８０円）

契約の相手方 埼玉県和光市丸山台二丁目８番３２号

有限会社山屋

代表取締役 山﨑 節夫
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議案第４５号 和光市新設小学校給食室厨房用備品の購入契約の締結について

担 当 財政課

【目的】

平成２８年４月に開校予定の新設小学校の給食室厨房用備品として購入するもの

です。

【内容】

冷蔵庫、シンク、調理台、消毒保管機、炊飯器、調理器具ほか

【議案の法的根拠・積算根拠】

地方自治法第９６条第１項第８号

地方自治法施行令第１２１条の２第２項

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条

【契約案件の受注者や内容など】

物品名 和光市新設小学校給食室厨房用備品

納入場所 和光市下新倉五丁目２１番地先（和光市新設小学校）

契約の方法 指名競争入札

契約金額 金５０，０５８，０００円

（うち消費税額及び地方消費税額 金３，７０８，０００円）

契約の相手方 埼玉県さいたま市北区吉野町二丁目１７７番地１

株式会社中西製作所 北関東支店

支店長 森下 智
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議案第４６号 和光市個人情報保護条例の一部を改正する条例を定めることについて

担 当 情報推進課

【目的】

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律では、特

定個人情報について、一般法よりも更に厳格な個人情報保護措置を講じており、同法

第３１条（地方公共団体等が保有する特定個人情報の保護）で「行政機関個人情報保

護法、独立行政法人等個人情報保護法、個人情報保護法及びこの法律の規定により講

ずることとされている措置の趣旨を踏まえ、保有する特定個人情報の適正な取扱いが

確保され、並びに当該地方公共団体が保有する特定個人情報の開示、訂正、利用の停

止、消去及び提供の停止を実施するために必要な措置を講ずるものとする」と定めて

いることから、同法の施行に伴い、所要の改正を行いたいので、地方自治法第９６条

第１項第１号の規定により、この案を提出するものです。

※「特定個人情報」とは、個人番号（個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番

号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。）をその内容に含む個人情報を

いう。

１ 改正の要点

現行の個人情報保護条例に特定個人情報の保護に関する規定を新たに追加する

等の改正を行います。

 定義の追加及び除外規定の削除（第２条）

 利用目的以外の目的での利用に関する規定（第１０条及び第１０条の２）

 提供の制限に関する規定（第１０条の３）

 開示に関する規定（第１４条）

 訂正の通知先に関する規定（第２８条の２）

 利用停止の請求の条件に関する規定（第２８条の３）

２ 施行期日

この条例は、平成２７年１０月５日から施行します。ただし、情報提供等記録

に関する改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（平成２５年法律第２７号）附則第１条第５号に掲げる規定の施

行の日（平成２９年１月）から施行します。
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期間 税率

平成28年4月1日～平成28年3月31日 1,000本につき　2,495円

平成28年4月1日～平成29年3月31日 1,000本につき　2,925円

平成29年4月1日～平成30年3月31日 1,000本につき　3,355円

平成30年4月1日～平成31年3月31日 1,000本につき　4,000円

平成31年4月1日～ 1,000本につき　5,262円

区分

改正前

改
正
後

経過
措置

議案第４７号 和光市税条例の一部を改正する条例を定めることについて

担 当 課税課

【目的】

地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２号）の施行に伴い、和光市

税条例の一部を改正する条例を定める必要が生じたため、所要の改正を行うもので

す。

【内容】

１ 改正の要点

・市税全般

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（マイナンバ－法）」の施行に伴う所要の条文整理を行います。

【第２７条、第４２条、第５３条の２、第５３条の３、第６１条、第６４条、

第６４条の２、第７７条、第７８条、第１１５条の３、第１２３条、

附則第１０条の３、附則第１３条の４及び附則第２２条関係】

・固定資産税

用途変更等宅地等に対して課する固定資産税の特例措置を３年間再延長します。

【附則第１２条の３関係】

・市たばこ税

紙巻たばこ３級品の税率の特例措置を平成３０年度をもって廃止するとともに

経過措置として、平成２８年度から平成３０年度までの各年度において、税率を

段階的に引き上げる措置を講じます。

【附則第１６条の２関係】

※その他

法改正にあわせ、条文の整理及び条ずれ項ずれに伴う見直しを行います。

２ 施行期日

所要の経過措置を設け、一部を除き、平成２８年１月１日から施行します。
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議案第４８号 和光市都市計画税条例の一部を改正する条例を定めることについて

担 当 課税課

【目的】

地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２号）の施行に伴い、和光市

都市計画税条例の一部を改正する条例を定める必要が生じたため、所要の改正を行う

ものです。

【内容】

１ 改正の要点

用途変更等宅地等に対して課する都市計画税の特例措置を３年間再延長します。

【附則第１６項】

２ 施行期日

公布日から施行します。
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議案第４９号 和光市手数料条例の一部を改正する条例を定めることについて

担 当 戸籍住民課

【目的】

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下

「番号法」という。）の施行に伴い、今後通知カード及び個人番号カードの交付を行

うことになります。これらのカードの交付に係る手数料相当経費については、初回交

付時は国庫補助の対象となり無料で交付することになりますが、再交付時は国庫補助

の対象外となります。そこで、受益者負担の観点から再交付に係る経費について各カ

ードの再交付を受ける方に負担いただくため、所要の改正を行うものです。

また、番号法の施行と併せて、行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に伴い住民基本台

帳法が一部改正され、住民基本台帳カードの交付を終了することになることから、併

せて所要の改正を行います。

【内容】

１ 改正の要点

和光市手数料条例に、次の２つの手数料に係る規定を追加します。

①通知カードの再交付に係る手数料 500 円

②個人番号カードの再交付に係る手数料 800 円

また、次の手数料に係る規定を削除します。

③住民基本台帳カードの交付に係る手数料 500 円

２ 施行期日

前項①に係る部分については、平成 27 年 10 月 5 日から施行します。

前項②及び③に係る部分については、平成 28 年 1 月 1 日から施行します。
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議案第５０号 和光市学校設置条例等の一部を改正する条例を定めることについて

担 当 教育総務課

【目的】

平成２８年４月１日に開校予定の下新倉小学校及び併設施設等について、所要の

改正を行うものです。

【内容】

１ 改正の要点

 和光市学校設置条例の一部改正

下新倉小学校の名称及び位置を加えます。

 和光市図書館設置及び管理条例の一部改正

下新倉小学校の併設施設である和光市図書館下新倉分館（新設）の名称及び位

置を加えます。

 和光市児童センター設置及び管理条例の一部改正

下新倉小学校の併設施設である和光市下新倉児童館について、位置を変更し、

名称を和光市下新倉児童センターから改めます。

 和光市保育クラブ設置及び管理条例の一部改正

下新倉小学校の併設施設である下新倉保育クラブについて、位置を変更しま

す。また、同じく平成２８年４月１日に開設予定の白子第二保育クラブ（新設

）の名称及び位置を加えます。

２ 施行期日

平成２８年４月１日から施行します。
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議案第５１号 和光市民文化センターの管理を行わせる指定管理者の指定について

担 当 人権文化課

【目的】

地方自治法第２４４条の２第６項及び和光市民文化センター条例第４条に基づき、

和光市民文化センターの指定管理者を指定するものです。

【内容】

１ 指定管理者候補者

公益財団法人 和光市文化振興公社

理事長 原田 政雄

２ 指定管理者が行う主な業務

 文化事業に関する業務

 施設の運営に関する業務

 施設の管理に関する業務

３ 指定管理期間

平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで

４ 施設概要

名 称 和光市民文化センター

所 在 地 和光市広沢１番５号

敷地面積 １３，０３５．３５㎡

施設規模 建築面積 ３，８８１㎡ 延べ床面積 ７，９２２．５９㎡
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議案第５２号 北エリア和光市児童センター（館）及び保育クラブの管理を行わせる

指定管理者の指定について

担 当 こども福祉課

【目的】

地方自治法第２４４条の２第６項、和光市児童センター設置及び管理条例第４条並

びに和光市保育クラブ設置及び管理条例第４条の規定に基づき、北エリア和光市児童

センター（館）及び保育クラブの指定管理者を指定するものです。

【内容】

１ 指定の相手方

 所 在 地 和光市南一丁目２３番１号

 名 称 社会福祉法人 和光市社会福祉協議会

 代表者職氏名 会長 木田 亮

２ 指定管理者が行う主な業務

 和光市児童センター設置及び管理条例に基づく児童センター（館）の管理運営

に関する業務

 和光市保育クラブ設置及び管理条例に基づく保育クラブの管理運営に関する業

務

３ 指定期間

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで

４ 指定管理を行わせる施設の名称等

 和光市新倉児童館

所 在 地 和光市新倉一丁目３８番１号（新倉保育クラブと併設）

施設規模 延床面積３５８㎡（１階のみ）

 和光市下新倉児童館（新設：平成２８年４月開所）

所 在 地 和光市下新倉５丁目２１番１号（下新倉保育クラブと併設）

施設規模 延床面積２５１㎡（児童館部分のみ）

 新倉保育クラブ

所 在 地 和光市新倉一丁目３８番１号（新倉児童館と併設）

施設規模 延床面積３５６㎡（２階のみ）、定員８０名
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 白子保育クラブ

所 在 地 和光市白子三丁目３番４０号

施設規模 延床面積２１８㎡、定員７０名

 北原保育クラブ

所 在 地 和光市新倉一丁目５番２７号

施設規模 延床面積２１５㎡、定員８０名

 下新倉保育クラブ（新設：平成２８年４月開所）

所 在 地 和光市下新倉５丁目２１番１号（下新倉児童館と併設）

施設規模 延床面積１６６㎡（保育クラブ部分のみ）、定員９０名

 白子第二保育クラブ（新設：平成２８年４月開所）

所 在 地 和光市白子三丁目３番４１号

施設規模 延床面積１７０㎡、定員６５名
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議案第５３号 中央エリア和光市児童センター（館）及び保育クラブの管理を行わせ

指定管理者の指定について

担 当 こども福祉課

【目的】

地方自治法第２４４条の２第６項、和光市児童センター設置及び管理条例第４条並

びに和光市保育クラブ設置及び管理条例第４条の規定に基づき、中央エリア和光市児

童センター（館）及び保育クラブの指定管理者を指定するものです。

【内容】

１ 指定の相手方

 所 在 地 和光市南一丁目２３番１号

 名 称 社会福祉法人 和光市社会福祉協議会

 代表者職氏名 会長 木田 亮

２ 指定管理者が行う主な業務

 和光市児童センター設置及び管理条例に基づく児童センター（館）の管理運営

に関する業務

 和光市保育クラブ設置及び管理条例に基づく保育クラブの管理運営に関する業

務

３ 指定期間

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで

４ 指定管理を行わせる施設の名称等

 和光市総合児童センター

所 在 地 和光市広沢１番５号

施設規模 延床面積１，９０４㎡（本館棟）

 中央保育クラブ

所 在 地 和光市中央一丁目１番４号

施設規模 延床面積１３４㎡、定員５８名

 本町保育クラブ

所 在 地 和光市本町３１番１７号

施設規模 延床面積６４㎡、定員７０名

 広沢保育クラブ

所 在 地 和光市広沢１番５号

施設規模 延床面積１３４㎡、定員５８名
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議案第５４号 南エリア和光市児童センター（館）及び保育クラブの管理を行わせる

指定管理者の指定について

担 当 こども福祉課

【目的】

地方自治法第２４４条の２第６項、和光市児童センター設置及び管理条例第４条並

びに和光市保育クラブ設置及び管理条例第４条の規定に基づき、南エリア和光市児童

センター（館）及び保育クラブの指定管理者を指定するものです。

【内容】

１ 指定の相手方

 所 在 地 和光市南一丁目２３番１号

 名 称 社会福祉法人 和光市社会福祉協議会

 代表者職氏名 会長 木田 亮

２ 指定管理者が行う主な業務

 和光市児童センター設置及び管理条例に基づく児童センター（館）の管理運営

に関する業務

 和光市保育クラブ設置及び管理条例に基づく保育クラブの管理運営に関する業

務

３ 指定期間

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで

４ 指定管理を行わせる施設の名称等

 和光市南児童館

所 在 地 和光市南一丁目５番１号（南保育クラブと併設）

施設規模 延床面積２４３㎡（保育クラブとの共用部分を含む）

 諏訪保育クラブ

所 在 地 和光市諏訪３番２０号

施設規模 延床面積１７２㎡、定員７８名

 南保育クラブ

所 在 地 和光市南一丁目５番１号（南児童館と併設）

施設規模 延床面積１１９㎡（保育クラブ部分のみ）、定員７０名

 南地域センター保育クラブ

所 在 地 和光市南一丁目８番４７号（南地域センター２階）

施設規模 延床面積９２㎡、定員５５名
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議案第５５号 市道路線の廃止について

担 当 道路安全課

【目的・内容】

市道３５０号線及び市道３５７号線

都市計画法第２９条の規定による開発行為に伴う新設道路の帰属により終点が変更

となる２路線を廃止したいので、道路法第１０条第３項の規定により、この案を提出

するものです。

【詳細】

市道３５０号線

起点 和光市本町４１８０番４地先

終点 和光市本町４３７４番１６地先

幅員 １．８０m～４．９７m

延長 ２２２．３７m

市道３５７号線

起点 和光市本町４１７４番１地先

終点 和光市本町４３７７番１地先

幅員 ４．４９m～４．５９m

延長 １５１．４４m

【施行期日】

議会承認のち、縦覧・告示をします。
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議案第５６号 市道路線の認定について

担 当 道路安全課

【目的・内容】

市道３５０号線、市道３５７号線、市道６３５号線、市道６３６号線

開発行為に伴い終点が変更となる２路線と都市計画法第２９条の規定により市に帰

属する公共施設である２路線を市道として認定したいので、道路法第８条第２項の規

定により、この案を提出するものです。

【詳細】

市道３５０号線

起点 和光市本町４１５７番９地先

終点 和光市本町４１７８番１地先

幅員 １．８m～５．９８m

延長 １３８．２５m

市道３５７号線

起点 和光市本町４１７１番５地先

終点 和光市本町４３６６番１０地先

幅員 ４．５５m～５．８１m

延長 １４６．７０m

市道６３５号線

起点 和光市本町４１７９番７地先

終点 和光市本町４３７４番１６地先

幅員 １．８１m～８．７４m

延長 ９７．０１m

市道６３６号線

起点 和光市本町４３６６番１０地先

終点 和光市本町４３６６番１３地先

幅員 ４．５m～８．７７m

延長 ６８．１８m

【施行期日】

議会承認のち、縦覧・告示をします。
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平成２７年度補正予算の概要

議案第５７号 平成２７年度埼玉県和光市一般会計補正予算(第４号)

議案第５８号 平成２７年度埼玉県和光市国民健康保険特別会計補正予算

(第１号）

議案第５９号 平成２７年度埼玉県和光市後期高齢者医療特別会計補正予算

(第１号）

議案第６０号 平成２７年度埼玉県和光市介護保険特別会計補正予算

(第１号）

議案第６１号 平成２７年度埼玉県和光市和光都市計画事業

和光市駅北口土地区画整理事業特別会計補正予算(第２号）

（参考資料） 各基金の現在高表

17



 １　歳入

款 区 分 （ 細 節 ） 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

10
 減収補てん特例交付
金

50,000 15,063 65,063 財 政 課

11 普通交付税 0 15,870 15,870 財 政 課

15
障害者自立支援給付
費負担金

294,453 2,500 296,953 社 会 福 祉 課

15 生活保護費負担金 1,065,512 21,773 1,087,285 社 会 福 祉 課

 平成２７年度埼玉県和光市一般会計補正予算（第４号）

 （　市長査定資料　）

予 算 現 額 27,302,851千円

補 正 額 1,054,075千円

補正後予算額 28,356,926千円

 　今回の補正予算は、歳出については、地権者との交渉が順調に進行し道路築造工事が当初予定よ

 り増加となる越後山土地区画整理組合活動支援事業、換地処分に向けて、換地計画を定めるため出

 来形確認測量等の費用を増額する中央第二谷中土地区画整理組合活動支援事業、下新倉小学校

 開校にあわせ歩行者の安全確保のため市道工事を実施する通学路緊急安全対策事業、大雨雨水

 排水対策として引続き効果的な対策箇所の工事を実施する道路補修事業等を増額補正するほか、

 介護予防・疾病等重症化予防充実に向け実施する専門職（栄養・口腔ケア）相談・訪問指導事業等を

 追加計上するものである。

 　歳入については、地方交付税法に基づき交付額が決定した普通交付税また普通交付税額の確定

 に伴い臨時財政対策債発行可能額が確定した臨時財政対策債等を追加計上するほか、平成26年度

 決算額の確定に伴う前年度歳計剰余金や事業費の増額分の財源として中央第二谷中土地区画整理

 組合活動支援事業債及び越後山土地区画整理組合活動支援事業債等増額補正するものである。

 　なお、9月補正により生じた余剰金は財政調整基金、都市基盤整備基金、公共施設整備基金へ積

 み立てるものとする。

 （単位：千円）

説 明

 地方特例交付金等の地方財政
 の特別措置に関する法律に基
 づき交付額が決定したため、増
 額補正するもの。

 地方交付税法に基づき交付額
 が決定したため、追加計上する
 もの。

 補装具の交付・修理件数が増
 加したため、増額補正するも
 の。
 （負担率：1/2）

 平成26年度医療扶助費等国庫
 負担金の追加交付が決定した
 ため、増額補正するもの。
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款 区 分 （ 細 節 ） 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

 （単位：千円）

説 明

15
地域生活支援事業補
助金

23,161 4,732 27,893 社 会 福 祉 課

15
生活困窮者自立支援
補助金

15,582 929 16,511 社 会 福 祉 課

15
 個人番号カード交付
事務費補助金

0 2,475 2,475 戸 籍 住 民 課

16
障害者自立支援給付
費負担金

147,226 1,250 148,476 社 会 福 祉 課

16
地域生活支援事業補
助金

11,580 2,366 13,946 社 会 福 祉 課

16
 健康長寿サポーター
事業補助金

0 150 150 健 康 支 援 課

16
多面的機能支援事業
補助金

0 334 334 産 業 支 援 課

16
 一人一人に目を向け
 たアドバンスド事業委
託金

0 500 500 学 校 教 育 課

17
 和光市まちづくり基金
運用利子

2 1 3 総 務 課

18
 和光市まちづくり寄附
条例寄附金

1 2,246 2,247 総 務 課

19
前年度後期高齢者医
療特別会計収支精算
金繰入金

1 57 58 長 寿 あ ん し ん 課

19
前年度介護保険特別
会計収支精算金繰入
金

0 36,731 36,731 長 寿 あ ん し ん 課

 日常生活用具の交付件数が増
 加したため、増額補正するも
 の。
 （補助率：1/2）

生活困窮者自立支援計画策定
 業務に活用するため、増額補正
 するもの。
 （補助率：1/2）

 番号法施行に伴い、個人番号
 カード交付事務に関する経費に
 対する補助金の交付を受けるこ
 とから、追加計上するもの。

 補装具の交付・修理件数が増
 加したため、増額補正するも
 の。
 （負担率：1/4）

 日常生活用具の交付件数が増
 加したため、増額補正するも
 の。
 （補助率：1/4）

 ヘルスサポーター養成講座の
 実施に伴い、補助金の内示を
 受けたことから、追加計上するも
 の。

 農業の地域資源の基礎的な保
 全活動に対する補助金を受け
 ることから、追加計上するもの。

 埼玉県の学力向上支援策「一
 人一人に目を向けたアドバンス
 ド事業」の実施に伴い、追加計
 上するもの。

 基金運用利子の受入に伴い、
 増額補正するもの。

 寄附金を受けたことに伴い、増
 額補正するもの。

 平成26年度までの後期高齢者
 医療保険料に対する預金利子
 分として、増額補正するもの。

 平成26年度介護給付費及び地
 域支援事業費の実績確定に伴
 う介護保険特別会計からの返還
 分として、追加計上するもの。
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款 区 分 （ 細 節 ） 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

 （単位：千円）

説 明

20 前年度歳計剰余金 500,000 678,082 1,178,082 財 政 課

21
 雑入（長寿あんしん
 課）特定財源

0 3,900 3,900 長 寿 あ ん し ん 課

22
中央第二谷中土地区
画整理組合活動支援
事業債

75,000 105,000 180,000 財 政 課

22
越後山土地区画整理
組合活動支援事業債

112,500 78,700 191,200 財 政 課

22 臨時財政対策債 0 81,416 81,416 財 政 課

 平成26年度決算額の確定に伴
 い歳計剰余金が確定したため、
 増額補正するもの。

 専門職（栄養・口腔ケア）相談・
 訪問指導事業の実施に伴い、
 後期高齢者医療広域連合より
 補助金を受けることから、追加
 計上するもの。

中央第二谷中土地区画整理組
 合活動支援事業の増額分の財
 源として、増額補正するもの。

越後山土地区画整理組合活動
 支援事業の増額分の財源とし
 て、増額補正するもの。

 普通交付税額の確定に伴い臨
 時財政対策債発行可能額が確
 定したため、追加計上するも
 の。
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 ２　歳出

款 事 業 名 称 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

2  ＯＡ化推進 53,749 △ 3,105 50,644 情 報 推 進 課

2 市民文化活動支援 350 200 550 人 権 文 化 課

2
 公職選挙法改正に伴
 う選挙人名簿関連シ
 ステム改修

0 1,502 1,502
選挙管理委員会
事 務 局

3 福祉政策業務 2,874 2,135 5,009 福 祉 政 策 課

3
生活困窮者自立支援
計画策定業務

0 1,858 1,858 福 祉 政 策 課

3 在宅障害者支援 719,362 14,465 733,827 社 会 福 祉 課

3
 専門職（栄養・口腔ケ
 ア）相談・訪問指導

0 3,900 3,900 長 寿 あ ん し ん 課

3
 子育て支援センター
管理運営

91,955 2,858 94,813 こ ど も 福 祉 課

 （単位：千円）

説 明

 公共施設予約システム更新に
 伴い、指名型プロポーザル方式
 により選定された業者が、公開
 型地図情報システムを含めた仕
 様で契約されたこと、また庁内
 ネットワーク機器借上に入札差
 金が生じたため、減額補正する
 もの。

 戦後７０年を祈念し戦争体験者
 が語る戦争体験談をまとめた冊
 子を和光市文化団体連合会と
 協働で作成することから、増額
 補正するもの。

 公職選挙法改正に伴い、選挙
 人名簿関連システムを改修する
 ため、増額補正するもの。

 平成26年度老人保健事業推進
 費等補助金を受けて実施した
 事業について、予算執行の効
 率化を図った結果、当初の支出
 見込み額を下回ったことにより、
 概算交付された補助金に返還
 が生じたため、増額補正するも
 の。

 生活困窮者自立支援法の施行
 に伴い、和光市における生活困
 窮者の自立支援事業を推進す
 るための計画策定業務を実施
 することから、追加計上するも
 の。

 日常生活用具、補装具の交付・
 修理件数が増加したため、増額
 補正するもの。

 介護予防・疾病等重症化予防
 充実に向け、新設の「専門職に
 よる相談・訪問事業」長寿・健康
 増進事業を実施するため、追加
 計上するもの。

 平成26年度に実施した妊娠・出
 産包括支援モデル事業におい
 て、当初の見込みに比べ実績
 が低かったため、国庫補助金に
 返還金が生じたことから、増額
 補正するもの。
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款 事 業 名 称 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

 （単位：千円）

説 明

3 生活保護 1,453,931 25,883 1,479,814 社 会 福 祉 課

4  成･老人保健 102,513 308 102,821 健 康 支 援 課

6 農地環境保全対策 1,467 0 1,467 産 業 支 援 課

8 道路補修 163,263 20,000 183,263 道 路 安 全 課

8 通学路緊急安全対策 20,000 28,000 48,000 道 路 安 全 課

8
都市基盤整備基金積
立

105 100,000 100,105 都 市 整 備 課

8
越後山土地区画整理
組合活動支援

150,000 105,000 255,000 都 市 整 備 課

8
中央第二谷中土地区
画整理組合活動支援

100,000 140,000 240,000 都 市 整 備 課

8
駅北口土地区画整理
事業特別会計繰出金

320,959 996 321,955 都 市 整 備 課

10
 一人一人に目を向け
たアドバンスド

0 500 500 学 校 教 育 課

 平成26年度生活扶助費等国庫
 負担金、介護扶助費等国庫負
 担金及び平成26年度生活保護
 費県負担金に返還が生じたこと
 から、増額補正するもの。

 ヘルスサポーター養成講座の
 見直しによる講座数の増加及び
 ヘルスサポーター登録者の定
 例会設置に伴い、増額補正す
 るもの。

 農業の地域資源の基礎的な保
 全活動に対する県補助金を活
 用し、農業関係団体に補助する
 ため、予算の組み替えを行うも
 の。

 大雨雨水排水対策として引続き
 効果的な対策箇所において工
 事を実施するため、増額補正す
 るもの。

 下新倉小学校開校にあわせ、
 歩行者の安全確保のため市道
 371・377号線の歩車分離工事、
 市道124・365号線道路改良工
 事を行うため、増額補正するも
 の。

 都市基盤整備基金現在高（補
 正後）
 266,201千円

 地権者との交渉が順調に進行
 し、道路築造工事が当初予定よ
 り増加することから、増額補正す
 るもの。

 当該地区の換地計画を定める
 ため、出来形確認測量等の費
 用を増額補正するもの。

和光市駅北口土地区画整理事
 業特別会計の繰入金の増額に
 伴い、繰出金を増額補正するも
 の。

 埼玉県学力向上支援策「一人
 一人に目を向けたアドバンスド
 事業」委託金を受け、放課後学
 習支援教室、アスナル教室との
 連携事業を展開するため、追加
 計上するもの。
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款 事 業 名 称 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

 （単位：千円）

説 明

10 児童教育活動 67,289 △ 5,095 62,194 学 校 教 育 課

10
和光市総合体育館管
理運営

71,046 1,980 73,026 スポーツ青少年課

10 学校給食業務 344,230 3,156 347,386 学 校 教 育 課

12 財政調整基金積立 820 557,287 558,107 財 政 課

12
公共施設整備基金積
立

224 50,000 50,224 財 政 課

12  まちづくり基金積立 3 2,247 2,250 総 務 課

 当初少人数学級推進教員４人
 を予定していたが、３人の配置と
 なったため、減額補正するも
 の。

 消防用設備等点検の結果、朝
霞地区一部事務組合和光消防
 署から誘導灯バッテリー交換等
 改善指示を受けたことから、増
 額補正するもの。

 県費栄養士配置基準に基づき
 県費栄養士が１名減となったこ
 とを受け、県費で配置されない
 学校に栄養士を新たに配置し
 たことから、増額補正するもの。

 財政調整基金現在高（補正後）
 1,013,392千円

 公共施設整備基金現在高（補
 正後）
 246,803千円

 和光市まちづくり寄附条例に基
 づく寄附金を和光市まちづくり
 基金に積み立てるため、増額補
 正するもの。
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 ３　債務負担行為

 （追加）

 ４　地方債

 （追加）  (単位：千円)

 （変更）  (単位：千円)

事 項 期 間 限 度 額

 市民文化センター管理運営
委託

 平成２７年度から
 平成３０年度まで

 施設の管理運営委託料及び消費税の
合計額

 北エリア児童センター（館）及
 び保育クラブ管理運営委託

 平成２７年度から
 平成３２年度まで

 施設の管理運営委託料及び消費税の
合計額

 中央エリア児童センター（館）
 及び保育クラブ管理運営委
託

 平成２７年度から
 平成３２年度まで

 施設の管理運営委託料及び消費税の
合計額

 南エリア児童センター（館）及
 び保育クラブ管理運営委託

 平成２７年度から
 平成３２年度まで

 施設の管理運営委託料及び消費税の
合計額

起 債 の 目 的 限 度 額

臨時財政対策債 81,416

 起債の目的
 補　正　前  補　正　後

 限　度　額  限　度　額

中央第二谷中土地区画整理組合活動支援事業 75,000 180,000

越後山土地区画整理組合活動支援事業 112,500 191,200

24



 １　歳入

款 区 分 （ 細 節 ） 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

4
過年度分特定健康診
査等負担金

1,861 △ 1,861 0 健 康 支 援 課

4
 普通及び特別調整交
付金

50,000 5,572 55,572 健 康 支 援 課

5
現年度分療養給付費
等交付金

262,185 △ 69,684 192,501 健 康 支 援 課

7
過年度分特定健康診
査等負担金

1,861 △ 1,861 0 健 康 支 援 課

平成２７年度埼玉県和光市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

 （　市長査定資料　）

予 算 現 額 8,116,083千円

補 正 額 456,976千円

補正後予算額 8,573,059千円

 　今回の補正予算は、歳出について、退職被保険者数の減少による保険給付費の減額、高齢者医療

 に係る各拠出金及び前年度国庫負担金等の確定に伴う返還金の増額補正のほか、特定健康診査の

 未受診者対策事業及び国保集団健診の増枠による増額補正や歳計剰余金のうち歳出補正額に充て

 た残額を国民健康保険保険給付費等支払基金に積み立てるものである。

 　歳入については、特定健康診査の未受診者対策事業の補助金として、国の財政調整交付金を増額

 するとともに、過年度分の特定健康診査の実績確定に伴う国・県負担金の減額補正のほか、退職被

 保険者数の減少による療養給付費等交付金の減額及び平成26年度決算額確定に伴う前年度歳計

 剰余金を増額補正するものある。

 （単位：千円）

説 明

 Ｈ26年度の実績が確定し、今年
 度は過年度分として国の負担
 金を受けられなくなったため、減
 額補正するもの。

 特定健康診査の未受診者受診
 勧奨事業に係る委託料、受診
 者に対する情報提供事業、国
 保集団健診の結果説明会の実
 施に伴い、国の交付金が交付さ
 れるため、増額補正するもの。
 （補助率10/10）

 退職被保険者数の減少により
 保険給付費が減少しており、支
 払基金において交付金が決定
 されたため、減額補正するも
 の。

 Ｈ26年度の実績が確定し、今年
 度は過年度分として県の負担
 金を受けられなくなったため、減
 額補正するもの。
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款 区 分 （ 細 節 ） 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

 （単位：千円）

説 明

11 前年度歳計剰余金 40,000 524,810 564,810 健 康 支 援 課

 ２　歳出

款 事 業 名 称 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

2
退職被保険者等療養
給付

216,000 △ 43,200 172,800 健 康 支 援 課

2
退職被保険者等療養
費

4,200 △ 840 3,360 健 康 支 援 課

2
退職被保険者等高額
療養費

42,000 △ 8,400 33,600 健 康 支 援 課

3 後期高齢者支援金 996,795 1,570 998,365 健 康 支 援 課

4 前期高齢者納付金 490 148 638 健 康 支 援 課

8
 特定健康診査・特定
保健指導

68,948 8,157 77,105 健 康 支 援 課

9 基金積立金 308 434,976 435,284 健 康 支 援 課

10 償還金 1 64,565 64,566 健 康 支 援 課

 歳計剰余金が確定したため、増
 額補正するもの。

 （単位：千円）

説 明

 退職被保険者数の減少により
 保険給付費が減少したため、減
 額補正するもの。

 退職被保険者数の減少により
 保険給付費が減少したため、減
 額補正するもの。

 退職被保険者数の減少により
 保険給付費が減少したため、減
 額補正するもの。

 支援金額が確定し、予算額に
 不足が生じたため、増額補正す
 るもの。

 納付金額が確定し、予算額に
 不足が生じたため、増額補正す
 るもの。

 特定健康診査の未受診者受診
 勧奨事業に係る委託料、受診
 者に対する情報提供事業、国
 保集団健診の結果説明会を実
 施するため、また、集団検診日
 数を１日分増加させることから、
 増額補正するもの。

国民健康保険保険給付費等支
 払基金現在高（補正後）
 　443,295千円

 平成26年度における国補助金
 等において実績額が確定し、返
 還金が生じたため、増額補正す
 るもの。
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 １　歳入

款 区 分 （ 細 節 ） 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

3 前年度歳計剰余金 1 1,334 1,335 長 寿 あ ん し ん 課

 ２　歳出

款 事 業 名 称 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

1 保険料等負担金 623,565 1,277 624,842 長 寿 あ ん し ん 課

2 一般会計繰出金 1 57 58 長 寿 あ ん し ん 課

平成２７年度埼玉県和光市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

 （　市長査定資料　）

予 算 現 額 624,899千円

補 正 額 1,334千円

補正後予算額 626,233千円

   今回の補正予算は、歳入について平成２６年度決算額が確定したことに伴い、前年度歳計剰余金を

 増額補正し、歳出について平成２６年度後期高齢者医療保険料徴収額の確定に伴い後期高齢者医

 療保険料等負担金と、これに伴う一般会計繰出金として、平成２６年度までの後期高齢者医療保険料

 に対する預金利子を増額補正するものである。

 （単位：千円）

説 明

 平成２６年度中に徴収した平成
 ２７年４月及び５月納入分の保
 険料等分を増額補正するもの。

 （単位：千円）

説 明

 平成２６年度中に徴収した平成
 ２７年４月及び５月納入分の保
 険料負担金分を増額補正する
 もの。

 平成２６年度までの後期高齢者
 医療保険料に対する預金利子
 分を増額補正するもの。
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 １　歳入

款 区 分 （ 細 節 ） 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

2
介護保険事業費補助
金

0 5,107 5,107 長 寿 あ ん し ん 課

3 過年度分 1 3,935 3,936 長 寿 あ ん し ん 課

6
介護給付費準備基金
繰入金

20,406 6,163 26,569 長 寿 あ ん し ん 課

7
支払基金交付金繰越
金

1 4,537 4,538 長 寿 あ ん し ん 課

 平成２７年度埼玉県和光市介護保険特別会計補正予算（第１号）

 （　市長査定資料　）

予 算 現 額 3,088,271千円

補 正 額 166,940千円

補正後予算額 3,255,211千円

   今回の補正予算は、歳出については、低所得高齢者住まい・生活支援モデル事業を実施するため

 に要する経費を増額補正するほか、介護予防・生活支援サービス事業の訪問型及び通所型サービス

 にかかる加算分として、新たに事業を設立して実施するために要する費用と、平成２６年度介護給付

 費及び地域支援事業費に係る法定負担分が確定したことによる国、県及び支払基金への返還金と、

 これに伴う一般会計への返還分及び平成２６年度の介護保険事業費補助金の実績確定による県へ

 の返還分をそれぞれ増額計上し、平成２６年度歳入歳出差引額（翌年度繰越額）から平成２６年度分

 の補助金等の償還額を控除した額を平成26年度の実質収支として介護給付費準備基金に積み立て

 る増額補正を行うものである。

 　歳入については、低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業を実施するため介護保険事業費補

 助金を増額補正するほか、平成２６年度の介護給付費の実績確定に伴う精算金としての追加交付分

 と保健福祉事業で実施する介護予防強化サービス事業費に充てるための介護給付費準備基金繰入

 金、地域支援事業費の実績確定に伴う支払基金交付金への返還分としての繰越金と、その他介護給

 付費、地域支援事業費及び介護保険事業費の実績確定に伴う、国、県、一般会計への返還分及び

 平成２６年度の実績収支分としての繰越金をぞれぞれ、増額補正するものである。

 （単位：千円）

説 明

 低所得高齢者等住まい・生活支
 援モデル事業を実施するため
 の介護保険事業費補助金の内
 示を受けたことから、追加計上
 するもの。

 平成26年度の介護給付費の実
 績確定に伴う精算金分を増額
 補正するもの。

 保健福祉事業で実施する介護
 予防強化サービス事業費分とし
 て、増額補正するもの。

 平成26年度の地域支援事業の
 実績確定に伴い、支払基金へ
 返還するための繰越金として、
 増額補正するもの。
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款 区 分 （ 細 節 ） 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

 （単位：千円）

説 明

7  その他繰越金 1 147,198 147,199 長 寿 あ ん し ん 課

 ２　歳出

款 事 業 名 称 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

5
 日常生活圏域ネット
ワーク

18,521 5,107 23,628 長 寿 あ ん し ん 課

7
 介護予防強化サービ
 ス事業

0 6,163 6,163 長 寿 あ ん し ん 課

8
介護給付費準備基金
積立

85 86,935 87,020 長 寿 あ ん し ん 課

9 償還金 1 32,004 32,005 長 寿 あ ん し ん 課

9 一般会計繰出金 0 36,731 36,731 長 寿 あ ん し ん 課

 平成26年度の介護給付費、地
 域支援事業費及び介護保険事
 業費の実績確定に伴い、国、県
 及び一般会計へ返還するた
 め、また平成26年度の実質収
 支を基金へ積み立てるための
 繰越金として、増額補正するも
 の。

 （単位：千円）

説 明

 低所得高齢者の住まいを確保
 し、住みなれた地域で継続的に
 安心して暮らせる体制を整備す
 るにあたり、低所得高齢者等住
 まい・生活支援モデル事業を実
 施するため、増額補正するも
 の。

 介護予防・生活支援サービス事
 業の通所型サービス及び訪問
 型サービスにかかる加算分とし
 て、新たに事業を設立して実施
 することから、追加計上するも
 の。

 平成26年度介護給付費、地域
 支援事業費及び介護保険事業
 費の実績確定に伴い、平成26
 年度の実質収支分を基金に積
 み立てるため、増額補正するも
 の。

 平成26年度介護給付費、地域
 支援事業費及び介護保険事業
 費の実績確定に伴う国・県・支
 払基金への返還分として、増額
 補正するもの。

 平成26年度介護給付費及び地
 域支援事業費の実績確定に伴
 う一般会計への返還分として、
 追加計上するもの。
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 １　歳入

款 区 分 （ 細 節 ） 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

2 一般会計繰入金 320,959 996 321,955
駅北口土地区画
整理事業事務所

3 前年度歳計剰余金 1 87,080 87,081
駅北口土地区画
整理事業事務所

 ２　歳出

款 事 業 名 称 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

2
駅北口土地区画整理
 推進（駅北）

588,220 88,076 676,296
駅北口土地区画
整理事業事務所

 平成２７年度埼玉県和光市和光都市計画事業
 和光市駅北口土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号）

 （　市長査定資料　）

予 算 現 額 671,761千円

補 正 額 88,076千円

補正後予算額 759,837千円

 　今回の補正予算は、歳出については、建物等移転補償費の積算結果による増額及び移転交渉の

 進捗により、年度内に除却・解体までの合意が見込まれること、また新たに区画道路築造造成工事を

 実施することから、増額補正するものである。

 　歳入については、平成26年度決算額の確定に伴い歳計剰余金を増額するとともに歳計剰余金の歳

 入増額及び歳出増額に伴い一般会計繰入金を増額補正するものである。

 （単位：千円）

説 明

 歳計剰余金の歳入増額及び歳
 出増額に伴い、一般会計繰入金
 を増額補正するもの。

 平成２６年度決算額の確定に伴
 い歳計剰余金を増額補正するも
 の。

 （単位：千円）

説 明

 建物等移転補償費の積算結果
 による増額及び移転交渉の進捗
 により、年度内に除却・解体まで
 の合意が見込まれること、また新
 たに区画道路築造造成工事を
 実施することから、増額補正する
 もの。
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積  立  額  取　崩　額

財 政 調 整 基 金 456,105 557,287 1,013,392

市 債 管 理 基 金 6,001 6,001

学 校 教 育 施 設 整 備 基 金 83,242 83,242

公 共 用 地 取 得 事 業 基 金 101,646 101,646

公 共 施 設 整 備 基 金 196,803 50,000 246,803

都 市 基 盤 整 備 基 金 166,201 100,000 266,201

学 校 建 設 基 金 0 0

和 光 市 ま ち づ く り 基 金 5,121 2,247 7,368

小 計 1,015,119 709,534 0 1,724,653

国民健康保険高額療養費資金貸付基金 5,000 5,000

国民健康保険保険給付費等支払基金 8,319 434,976 443,295

国民 健康 保 険出 産 費資 金 貸付 基 金 5,000 5,000

介 護 保 険 介 護 給 付 費 準 備 基 金 108,310 86,935 6,163 189,082

介 護 保 険 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 等
一 部 負 担 金 に 係 る 資 金 貸 付 基 金

5,000 5,000

小 計 131,629 521,911 6,163 647,377

1,146,748 1,231,445 6,163 2,372,030

 （参考資料）　各基金の現在高表

 （単位：千円）

会計
区分

 基　　　金　　　名
補  正  前
現  在  高

 積立及び取崩の状況 補  正  後
現  在  高

一
般
会
計

特
別
会
計

合 計
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平成２６年度歳出歳入決算の概要

議案第６２号 平成２６年度埼玉県和光市一般会計歳入歳出決算の認定について

議案第６３号 平成２６年度埼玉県和光市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の

認定について

議案第６４号 平成２６年度埼玉県和光市後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算の認定について

議案第６５号 平成２６年度埼玉県和光市介護保険特別会計歳入歳出決算の

認定について

議案第６６号 平成２６年度埼玉県和光市和光都市計画事業和光市駅北口

土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について

議案第６７号 平成２６年度埼玉県和光市水道事業決算の認定及び剰余金の

処分について

議案第６８号 平成２６年度埼玉県和光市下水道事業決算の認定及び剰余金の

処分について
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１．一般会計・特別会計決算額

（単位：円）

2.一般会計・特別会計実質収支額

（単位：円）

全 会 計 合 計 2,140,392,995 157,349,600 1,983,043,395

※　詳細は、「平成２６年度　一般会計・特別会計決算に係る主要な施策の成果と予算執行
の実績報告書」（別冊）に記載しています。

和光都市計画事業和光市
駅北口土地区画整理事業

87,081,449 0 87,081,449

一 般 会 計 1,335,432,059 157,349,600 1,178,082,459

特

別

会

計

国 民 健 康 保 険 564,811,785 0 564,811,785

後 期 高 齢 者 医 療 1,334,458 0 1,334,458

介 護 保 険 151,733,244 0 151,733,244

全 会 計 合 計 36,503,760,416 34,363,367,421 2,140,392,995

歳 入 歳 出
差 引 額

翌 年 度 繰 り
越すべき財源

実 質 収 支 額

特

別

会

計

国 民 健 康 保 険 7,739,463,720 7,174,651,935 564,811,785

後 期 高 齢 者 医 療 576,830,260 575,495,802 1,334,458

介 護 保 険 3,061,764,003 2,910,030,759 151,733,244

和光都市計画事業和光市
駅北口土地区画整理事業

344,907,534 257,826,085 87,081,449

歳 入 総 額 歳 出 総 額
歳 入 歳 出
差 引 額

一 般 会 計 24,780,794,899 23,445,362,840 1,335,432,059

平成26年度決算概要
(一般会計・特別会計)
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平成 26 年度決算概要(水道事業)

１ 業務の概況

(1) 総括事項

① 業務量

年度末給水戸数は前年度より 704 戸増加し、38,498 戸に、また年間総給水量

は前年度より 132,510 ㎥減少し、8,992,100 ㎥に、一日平均給水量は 24,636 ㎥に

なりました。水源の内訳は県水 6,702,168 ㎥ 74.5％、井戸水 2,289,932 ㎥ 25.5％、

これに対する年間総有収水量は 8,679,647 ㎥になり、有収率は 96.5％になりまし

た。

② 経営・財務

ア 収益的収支

給水収益は前年度より 1.8％減少し、982,088,685円になり、１㎥当たりの供給

単価は 113 円 15 銭になりました。これに対して費用は 1.7％増加の 1,173,164,

829 円になり、１㎥当たりの給水原価は 133 円 81 銭で、差引 20 円 66 銭の赤字

となりました。しかし、当年度は、事業費に対し事業収益が上回ったため、111,6

62,233 円の純利益が生じました。

イ 資本的収支

資本的収入額 26,121,945 円が資本的支出額 352,354,903 円に対して不足

する額 326,232,958 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整

額 21,540,255 円、減債積立金 31,351,820 円並びに過年度分損益勘定留保資

金 273,340,883 円で補てんしました。

③ 消費税及び地方消費税について

平成２６年度消費税及び地方消費税(税率 5％及び 8％)のうち、課税年度にお

ける課税標準額 1,086,873,000 円に税率 4％及び 6.3％を乗じて計算した税額 62,

624,996 円から、この期間中の控除税額 59,996,207 円を控除した額の 2,628,800

円が消費税額となり、地方消費税額は 515,500 円となりました。
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２　予算執行状況

　(1) 収益的収入及び支出

（単位：円）

款 項 予算現額 予算執行額 款 項 予算現額 予算執行額 予算残額

1,501,599,000 1,364,147,873 △ 137,451,127 1,289,129,000 1,229,932,124 59,196,876

1,307,737,000 1,168,740,077 △ 138,996,923 1,251,069,000 1,202,755,589 48,313,411

193,762,000 195,287,703 1,525,703 22,581,000 17,174,455 5,406,545

100,000 120,093 20,093 10,479,000 10,002,080 476,920

5,000,000 0 5,000,000

　(2) 資本的収入及び支出

（単位：円）

款 項 予算現額 予算執行額 款 項 予算現額 予算執行額 予算残額

34,930,000 26,121,945 △ 8,808,055 378,553,000 352,354,903 26,198,097

34,930,000 26,121,945 △ 8,808,055 342,201,000 321,003,083 21,197,917

31,352,000 31,351,820 180

5,000,000 0 5,000,000

予算額に比べ
執行額の増減

予算額に比べ
執行額の増減

事業収益 事業費

資本的収入 資本的支出

営業
収益

営業外
収益

特別
利益

営業
費用

営業外
費用

特別
損失

企業債
償還金

予備費

予備費

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額326,232,958円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

21,540,255円、減債積立金31,351,820円並びに過年度分損益勘定留保資金273,340,883円で補てんしました。

たな卸資産購入額の決算額は15,375,398円で、このうち仮払消費税及び地方消費税額は1,138,918円でした。

負担金
建設

改良費
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３　事業資産及び事業損益 固定負債

291,945,969円
　(1) 平成２７年３月３１日現在貸借対照表 2.8%

流動負債
235,291,049円
2.3%

固定資産
8,050,168,630円 繰延収益

77.9% 3,547,753,167円
34.3%

資本金
893,189,905円
8.6%

流動資産
2,283,207,236円 剰余金

22.1% 5,365,195,776円
51.9%

資産合計 負債・資本合計

(2) 損益計算書(平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）

純利益 原水及び浄水費
111,662,233円 572,776,839円

8.7% 44.6%

その他特別損失 配水及び給水費
7,588,456円 68,565,594円

0.6% 5.3%

過年度損益修正損
2,298,692円

0.2%

雑支出 業務費
426,105円 99,566,708円

0.0% 7.7%

支払利息 資産減耗費 総係費
13,904,498円 105,652円 32,889,726円

1.1% 0.0% 2.6%

収益的収入

純利益

※各項目に表示されている比率は、少数点以下第2位を四捨五入しているため、合計（100％）に
　一致しない場合がある。

111,662,233円

10,333,375,866円 10,333,375,866円

1,284,827,062円 1,173,164,829円収益的支出

受託工事費
1,838,600円
0.1%

減価償却費
373,203,959円
29.0%
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４　費用の内訳

  区　　　分 予算現額(円) 税込執行額(円) 執行率(％) 税抜執行額(円)

 営業費用 1,251,069,000 1,202,755,589 96.1% 1,148,947,078

 原水及び浄水費 632,213,000 616,528,435 97.5% 572,776,839

 配水及び給水費 81,149,000 71,294,297 87.9% 68,565,594

 受託工事費 11,109,000 1,985,688 17.9% 1,838,600

 業務費 108,301,000 106,208,246 98.1% 99,566,708

 総係費 43,267,000 33,429,312 77.3% 32,889,726

 減価償却費 374,923,000 373,203,959 99.5% 373,203,959

 資産減耗費 107,000 105,652 98.7% 105,652

 営業外費用 22,581,000 17,174,455 76.1% 14,330,603

 支払利息 13,905,000 13,904,498 100.0% 13,904,498

 消費税及び地方消費税 8,549,000 3,144,300 36.8% 0

 雑支出 127,000 125,657 98.9% 426,105

 特別損失 10,479,000 10,002,080 95.5% 9,887,148

 過年度損益修正損 1,743,000 2,413,624 138.5% 2,298,692

 その他特別損失 8,736,000 7,588,456 86.9% 7,588,456

 予備費 5,000,000 0 0.0% 0

 予備費 5,000,000 0 0.0% 0

   費  用  合  計 1,289,129,000 1,229,932,124 95.4% 1,173,164,829
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平成２６年度決算概要（下水道事業）

１ 業務の概況

(1) 総括事項

① 業務量

平成２７年３月３１日現在の水洗化人口（※1）は、前年度より８１７人増加して７６，

０００人となり、水洗化率（※2）は前年度より０．１５ポイント増加して９８．５０％となりま

した。また、処理水量は、前年度より３３６，５７３㎥増加して８，１９１，６８２㎥に、有

収水量は前年度より１９１，７４５㎥減少して８，３４３，０１１㎥になり、有収率は１０１．

８％になりました。

（※１ 水洗化人口／※２ 水洗化率・・・水洗化人口とは、処理区域内世帯

のうち、公共下水道に接続して汚水処理をしている人口をいう。その割合が

水洗化率）

② 経営・財務

ア 収益的収支

事業収益は、１，０６２，３９５，２１６円（うち下水道使用料収入は、前年度より３．

１％増の５８３，９３９，５３０円）となり、事業費は、１，０１２，４０４，６７９円となりまし

た。

その結果、純利益は４９，９９０，５３７円になりました。

イ 資本的収支

資本的収入額１２６，５６８，９２３円が資本的支出額４９３，９８５，９２４円に対し

て不足する額３６７，４１７，００１円は、引継金８５，２４３，６６７円、当年度分損益

勘定留保資金２８２，１７３，３３４円で補てんしました。

③ 消費税及び地方消費税について

平成２６年度消費税及び地方消費税(税率 5％及び 8％)のうち、課税年度にお

ける課税標準額５８３，９６９，０００円に税率 4％及び 6.3％を乗じて計算した税額３

３，４４８，２６２円から、この期間中の控除税額１９，２７５，８２０円を控除した額の１４，

１７２，３００円が消費税額となり、地方消費税額は３，７１１，４００円となりました。
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２　予算執行状況

　(1) 収益的収入及び支出

（単位：円）

款 項 予算現額 予算執行額 款 項 予算現額 予算執行額 予算残額

1,104,753,342 161,798,342 1,059,496,145 16,021,855

956,764,202 161,681,202 894,719,312 10,457,688

147,957,434 86,434 158,979,361 837,639

1,000 31,706 30,706 5,797,472 △ 273,472

5,000,000 0 5,000,000

　(2) 資本的収入及び支出

（単位：円）

款 項 予算現額 予算執行額 款 項 予算現額 予算執行額 予算残額

126,568,923 △ 173,588,077 493,985,924 22,293,076

58,000,000 42,300,000 △ 15,700,000 117,581,644 19,268,356

4,800,000 0 376,404,280 224,720

200,430,000 42,541,923 △ 157,888,077 300,000 0 300,000

36,747,000 36,747,000 0 2,500,000 0 2,500,000

180,000 180,000 0

※「財源充当」とは、地方公営企業法第26条の規定による繰越額にかかる財源充当額のこと。

※「繰越額」とは、地方公営企業法第26条の規定による繰越額。

※資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額367,417,001円は、引継金85,243,667円、当年度分損益勘定留保資金282,173,334円で補

てんしました。

他会計
負担金

貸付金

他会計
補助金

予備費

貸付金
償還金

企業債
建設

改良費
136,850,000

補助金 4,800,000
企業債
償還金

376,629,000

予備費

予算額に比べ
執行額の増減

300,157,000 516,279,000資本的収入 資本的支出

営業外
収益

147,871,000
営業外
費用

159,817,000

特別
利益

特別
損失

5,524,000

予算額に比べ
執行額の増減

942,955,000 1,075,518,000下水道事業収益 事業費

営業
収益

795,083,000
営業
費用

905,177,000
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３　事業資産及び事業損益 固定負債

3,769,696,648円
 貸借対照表（平成２７年３月３１日現在） 28.4%

流動負債
538,704,938円
4.1%

固定資産
繰延収益

98.6% 4,479,858,229円
33.8%

資本金
3,713,138,512円
28.0%

流動資産
190,582,471円 剰余金

1.4% 766,715,262円
5.8%

資産合計 負債・資本合計

(2) 損益計算書(平成２７年３月３１日現在）
純利益

雑支出 特別損失 49,990,537円 管渠費（雨水）

12,008,633円 5,743,568円
4.7%

20,957,149円
1.1% 0.5% 2.0%

支払利息及び
企業債取扱費 管渠費（汚水）
130,274,173円 52,343,854円

12.3% 4.9%

資産減耗費
4,772,043円 総係費

0.4%

減価償却費
440,262,834円

41.4%

収益的収入

純利益 49,990,537円

※各項目に表示されている比率は、少数点以下第2位を四捨五入しているため、合計（100％）に
　一致しない場合がある。

13,077,531,118円

13,268,113,589円 13,268,113,589円

346,042,425円
32.6%

1,062,395,216円 収益的支出 1,012,404,679円
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４　費用の内訳

  区　　　分 予算現額(円) 税込執行額(円) 執行率(％) 税抜執行額(円)

 営業費用 905,177,000 894,719,312 98.8% 864,378,305

管渠費（雨水） 23,749,000 22,628,136 95.3% 20,957,149

管渠費（汚水） 58,675,694 56,515,629 96.3% 52,343,854

総係費 377,529,306 370,540,670 98.1% 346,042,425

 減価償却費 440,450,000 440,262,834 100.0% 440,262,834

 資産減耗費 4,773,000 4,772,043 100.0% 4,772,043

 営業外費用 159,817,000 158,979,361 99.5% 160,166,506

支払利息企業債費 130,391,000 130,274,173 99.9% 130,274,173

納付消費税 18,699,800 17,883,700 95.6% 17,883,700

雑支出 10,726,200 10,821,488 100.9% 12,008,633

 特別損失 5,524,000 5,797,472 105.0% 5,743,568

 過年度損益修正損 824,000 1,132,034 137.4% 1,078,130

 その他特別損失 4,700,000 4,665,438 99.3% 4,665,438

 予備費 5,000,000 0 0.0% 0

 予備費 5,000,000 0 0.0% 0

   費  用  合  計 1,075,518,000 1,059,496,145 98.5% 1,030,288,379
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